
愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議開催要綱 

（目的） 

第１条 愛知県のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を

策定・推進を図るに当たり、専門的見地から意見を聞くとともに、幅広い意

見を反映するため、愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議（以下

「推進会議」という。）を開催する。 

（構成） 

第２条 推進会議は、別表に掲げる委員により構成する。 

（座長） 

第３条 推進会議には座長を置く。 

２ 座長は推進会議を統括し、推進会議の会議の進行にあたる。 

（会議の公開等） 

第４条 会議は原則として公開するものとする。ただし、愛知県情報公開条例

（平成１２年愛知県条例第１９号）第７条に規定する不開示情報が含まれる

等、会議の内容により公開に支障があると座長が判断した場合はこの限りで

はない。 

２ 前項により、会議を公開する場合の傍聴方法等については別途定める要領

による。 

３ 会議録及び会議資料は、５年間保存するものとする。 

（開催期間） 

第５条 推進会議は、令和元年度から開催する。 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、愛知県政策企画局企画調整部地方創生課において

処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、別に

定める。 

附則 

この要綱は、令和元年７月４日から施行する。  

この要綱は、令和２年 10 月 16 日から施行する。 



愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員 

（敬称略） 

区分 所属 職 氏名 

有識者 

中京大学 

経済学部 
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日本福祉大学 
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【座長】
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愛知大学 

地域政策学部 
教授 戸田

と だ
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産業界 

愛知県商工会議所連合会 

名古屋商工会議所 

企画調整部 

企画調整・広報ユニ

ット長 

長瀬
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一般社団法人 

中部経済連合会 
企画部長 岩附
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 一人
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愛知県農業協同組合 

中央会 
地域振興部長 村上
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市町村 

愛知県市長会事務局 事務局長 相津
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 晴
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洋
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愛知県町村会事務局 事務局長 宇佐見
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 比呂志
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国の関係
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東海総合通信局 
情報通信部 

情報通信振興課長 
青山
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 智
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愛知労働局 
雇用環境・均等部 

企画課長 
西田
に し だ

 吉
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東海農政局 企画調整室長 宇木
う き

 俊
とし
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中部経済産業局 地域経済部次長 瀬賀
せ が

 和也
かずなり

中部地方整備局 企画部広域計画課長 山田
や ま だ

 裕
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中部運輸局 

愛知運輸支局 

首席運輸企画専門官

企画調整担当 
上井
う わ い

 久仁彦
く に ひ こ

教育機関 愛知学長懇話会事務局 
名古屋大学 

総務部総務課長 
武内
たけうち

 松二
しょうじ

金融機関
一般社団法人 

名古屋銀行協会 
総務部長 中野

な か の

 典彦
みちひこ

労働団体
日本労働組合総連合会 

愛知県連合会 
社会政策局長 加藤

か と う

 壽和
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メディア 株式会社中日新聞社 論説委員 井上
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  純
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